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(57)【要約】
　少なくとも一部の周りに、洗浄する役割を果たす少な
くとも一つの塊体を担持するフィラメントを有した引き
通し用具であって、塊体が、前記フィラメント上の少な
くとも一部にシースを形成すると共に、少なくとも二つ
の半径方向のフィンを形成し、フィンは、シース又はシ
ースの延長部と一体化され且つ／又はシース又はシース
の延長部によって担持されていると共に、シース軸線と
フィラメント軸線とに対して軸線方向に離間して配置さ
れており、フィンは、シース軸線とフィラメント軸線に
対してそれぞれ概略半径方向に向けられ、所定のプロフ
ァイルを有しており、フィンの各々が、他のフィンの如
何なる実質的な干渉無しに、変形されていない前記フィ
ンによって理論上ちょうど接触可能なフィンよりも小さ
い導管を洗浄するための形態をとることができるような
材料で形成されていることを特徴とする引き通し用具。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一部の周りに、洗浄する役割を果たす少なくとも一つの塊体を担持するフィ
ラメントを有した引き通し用具であって、
　該塊体が、前記フィラメント上の少なくとも一部にシースを形成すると共に、少なくと
も二つの半径方向のフィンを形成し、
　該フィンは、シース又は該シースの延長部と一体化され又は前記シース又はシースの延
長部によって担持されていると共に、
　シース軸線とフィラメント軸線とに対して軸線方向に離間して配置されており、
　前記フィンは、前記シース軸線とフィラメント軸線に対してそれぞれ概略半径方向に向
けられ、所定のプロファイルを有しており、前記フィンの各々が、他の前記フィンの如何
なる実質的な干渉無しに、変形されていない前記フィンによって理論上ちょうど接触可能
なフィンよりも小さい導管を洗浄するための形態をとることができるような材料で形成さ
れていることを特徴とする引き通し用具。
【請求項２】
　内視鏡、の円形の又は円形に近いチャネルを洗浄するのに適した引き通し用具であって
、
　該引き通し用具が、少なくとも一部の周りに、洗浄する役割を果たす少なくとも一つの
塊体を担持するフィラメントを有し、前記フィラメント上の少なくとも一部にシースを形
成すると共に、少なくとも二つの半径方向の前記フィンが形成される前記塊体が、（前記
フィンが）前記シースすなわちシースの延長部と一体化され又は前記シース又はシースの
延長部によって担持されていると共に、シース軸線及びフィラメント軸線に対して軸線方
向に離間して配置されており、
　前記フィンは、前記シース軸線とフィラメント軸線に対してそれぞれ概略半径方向に向
けられ、所定のプロファイルを有しており、離間して配置されており、前記フィンの各々
が、他のフィンの如何なる実質的な干渉なしに、４ｍｍから５．５ｍｍまでの範囲の直径
の導管、及び、２ｍｍから３．５ｍｍまでの範囲の直径の導管の一方又は両方を洗浄する
ための形態をとることができるような材料で形成されていることを特徴とする引き通し用
具。
【請求項３】
　内視鏡、の円形の又は円形に近い前記チャネルを洗浄するのに適した前記引き通し用具
であって、該引き通し用具が、少なくとも一部の周りに、洗浄する役割を果たす少なくと
も一つの塊体を担持するフィラメントを有し、前記フィラメント上の少なくとも一部にシ
ースを形成すると共に、少なくとも二つの半径方向の前記フィンが形成される前記塊体は
、前記シース（すなわちシースの延長部）が、シース軸線とフィラメント軸線とに対して
軸線方向に離間して配置されることによって一体化され又は前記シース又はシースの延長
部によって担持されている前記引き通し用具において、
　前記フィンは、前記シース軸線とフィラメント軸線に対してそれぞれが概略半径方向に
向けられ、所定のプロファイルを有しており、離間して配置されており、前記フィンの各
々が、他の前記フィンの如何なる実質的な干渉なしに、フィン直径とほぼ同じ直径の導管
及び１ｍｍ以上且つフィン直径より小さい直径の導管の一方又は両方を洗浄することがで
きるような材料で形成されていることを特徴とする引き通し用具。
【請求項４】
　前記フィンの直径より小さく且つ１．５ｍｍの直径より大きい導管を洗浄することがで
きる請求項３に記載の引き通し用具。
【請求項５】
　前記フィン直径より小さく且つ少なくとも２ｍｍの直径の導管を洗浄することができる
請求項５に記載の引き通し用具。
【請求項６】
　内視鏡に使用される請求項１から請求項５の何れか一項に記載の引き通し用具。
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【請求項７】
　前記シース及び前記フィンの材料が熱可塑性エラストマー、熱可塑性ゴム、熱可塑性ウ
レタン、又は架橋型熱可塑性エラストマーである請求項１から請求項６の何れか一項に記
載の引き通し用具。
【請求項８】
　前記材料が、前記熱可塑性エラストマー又は前記熱可塑性エラストマーを加硫した前記
架橋型熱可塑性エラストマーである請求項７に記載の引き通し用具。
【請求項９】
　前記フィンの各々は、一致するシース軸線とフィラメント軸線の周りに概略円形の外周
を有する請求項１から請求項８の何れか一項に記載の引き通し用具。
【請求項１０】
　前記フィンが、直径で１ｍｍ以上異なることもある円形断面の少なくとも二つのチャネ
ルで使用可能なように構成される請求項１に記載の引き通し用具。
【請求項１１】
　前記フィンが、少なくとも１．５ｍｍの直径の変動に適応できる請求項１０に記載の引
き通し用具。
【請求項１２】
　前記フィンが、少なくとも２ｍｍの直径の差分に適応できる請求項１１に記載の引き通
し用具。
【請求項１３】
　前記フィンが、約５ｍｍ及び約２．６ｍｍの直径の洗浄チャネルに適応することができ
る請求項１２に記載の引き通し用具。
【請求項１４】
　前記シースは、約１ｍｍの直径のフィラメント上において直径が約１．４ｍｍ直径であ
る請求項１０に記載の引き通し用具。
【請求項１５】
　前記フィンの直径が、約５．２ｍｍである請求項１から請求項１４の何れか一項に記載
の引き通し用具。
【請求項１６】
　前記フィンが、０．７ｍｍより薄い厚さを有する請求項１５に記載の引き通し用具。
【請求項１７】
　前記フィンが、０．６ｍｍより薄い厚さを有する請求項１６に記載の引き通し用具。
【請求項１８】
　前記フィンが、外周部に向かって約０．２ｍｍ分薄くなっている請求項１５から請求項
１７の何れか一項に記載の引き通し用具。
【請求項１９】
　前記フィンの間隔が、フィン直径に対する間隔の比率で０．６：１から０．８５：１ま
でである請求項１から請求項１８の何れか一項に記載の引き通し用具。
【請求項２０】
　前記比率が、約０．７３：１である請求項１９に記載の引き通し用具。
【請求項２１】
　前記フィンの間隔距離が、約５．２ｍｍの直径のフィンに対して間隔が３．８ｍｍであ
る請求項１９に記載の引き通し用具。
【請求項２２】
　前記材料が、４５から７５までの範囲のショア硬さである請求項１から請求項２１の何
れか一項に記載の引き通し用具。
【請求項２３】
　前記ショア硬さが、約６０である請求項２２に記載の引き通し用具。
【請求項２４】
　前記材料が、前記架橋型熱可塑性エラストマーの曲げ降伏及び曲げ弾性率によって特徴
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付けられる曲げ降伏及び曲げ弾性率を有する請求項２２又は請求項２３に記載の引き通し
用具。
【請求項２５】
　断続的に、連続的に又は成形される領域を別な方法により引き込まれる前記フィラメン
トが、前記フィラメント上に形成されたプロファイル塊体を有し、次に、該プロファイル
塊体と前記フィラメントとが概略横向きに分割切断、又は別な方法で分離され、一の前記
フィラメント長さによって、引き通しのための洗浄プロファイルの前記引き通し用具を備
えた前記塊体の一部と、他の前記フィラメント長さによって、引き通しのために供給プロ
ファイルを備えた前記塊体の別の部分とから形成されるような情況下で作られる請求項１
から請求項２３の何れか一項に記載の内視鏡又はチャネル引き通し用洗浄具と同様なもの
。
【請求項２６】
　結果として得られる各引き通し用具が同一である請求項２５に記載の内視鏡又はチャネ
ル引き通し用洗浄具と同様なもの。
【請求項２７】
　請求項１から請求項２４の何れか一項に記載の前記引き通し用具が、また、請求項２５
又は請求項２６に記載の前記引き通し用具であることを特徴とする引き通し用具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡の洗浄に適するような引き通し用具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、頻繁に洗浄する必要がある。（例えば、ポリウレタンスリーブで内側が覆わ
れているような）内視鏡は、ブラシ又は他の洗浄具の頭部の押し入れ及び／又は引き出し
を伴う洗浄方法によって使用と使用の間で殺菌できることが知られている。押し入れ及び
／又は引き出しの効果は、ポリウレタン製のスリーブ又はその同等物の内側を向いた表面
と表面堆積物とを滑らかにすることである。これが、化学洗浄及び殺菌を一層確実にする
ことができることは明らかである。例えば、２０００年３月２日以降に公開されたＮｏｖ
ａｐｈａｒｍ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ（オーストラリア国）株式会社のＰＣＴ／ＡＵ９９／０
０６６９（国際公開第００／１０４７６号パンフレット）の内容を確認されたい、そのす
べての内容は、参照する目的で本明細書中に含まれる。
【０００３】
　上述の国際公開第００／１０４７６号における引き通し用具の特徴は、引き通し用具の
端部の洗浄部材が洗浄される内視鏡の通路より０．１ｍｍ狭いことを要件としていること
である。
【０００４】
　Ｇａｌａｎｔａｉ（プラスチック）グループリミテッドのＰＣＴ／ＮＺ００／００１９
８（国際公開第０１／２８４０６号パンフレット）が、引き通し用具の製造工程を開示し
ており、そこでの引き通し用具は、内視鏡を洗浄するのに適している。引き通し用具は、
少なくとも熱可塑性表面を有するフィラメントと、引き通しの目的に適するように構成さ
れた引き通しプロファイル（外形）を定めるフィラメント周りの成形された熱可塑性塊体
に依存して製造される。フィラメントは、使用に適するように構成され又は使用を意図さ
れた内視鏡の導管、通路又は同様なものの通り抜けを可能とさせるに十分な硬さのモノフ
ィラメントが好ましい。成形された熱可塑性塊体（すなわち、引き通しプロファイル部又
は洗浄機構部）は、フィラメントの少なくとも一部より低融点の材料からなる。
【０００５】
　国際公開第０１／２８４０６号の引き通し用具の製造手順の特徴は、フィラメント内の
コイル又はスプール形への復元力を減らすために軸線方向の引張りを加えながら高温でコ
イル又はスプール供給されたフィラメントの状態調整を行うことである。これは、概略直
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線の引き通し用具を包装又は他の下流（後工程）の処理のために積み重ねることを可能に
するような製造手順を可能とする上でより優れている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　国際公開第０１／２８４０６号の洗浄プロファイル、塊体又は頭部は、混合材料と外向
きに起立した３６０度のフィンとを含み、特定の内視鏡チャネル（導管）の大きさに引き
通し用具を適合させる必要がある。
【０００７】
　ＤＣＢｅａｎの米国特許第５９６４００４号明細書は、内視鏡の管洗浄具について記載
しており、この管洗浄具では、洗浄具の本体が、本体と一体化した複数のブレード（羽）
を有した管に対して軸線方向に延びている。その特有な構成の特徴は、軸線方向に離間し
て配置されたこのようなブレード一式が、３６０度を拭き取るようになっているが、各々
のブレード自体が３６０度を拭き取るようになっているわけではないということである。
このことは、異なる内視鏡チャネルの大きさにある程度適応できるようにしている。米国
特許５９６４００４号明細書では、発明が、内視鏡管の内面のすべての部分がブレードに
よって拭き取られたことを使用者が必ず完全に確信するようなシステムに向けたものであ
ることが述べられている。米国特許５９６４００４号明細書中で述べられているこのシス
テムは、ブレード又はそれらの同等物が、それぞれに管の内側の全周囲を拭き取る先行技
術とは異なり、各ブレードが、本体の軸線周りに３６０度の範囲にわたって設けられてい
ない、すなわち、特許請求の範囲で述べられているように、「ブレードの少なくとも一つ
が、本体上に軸線方向に離間した最初の長さ方向の位置と次の長さ方向の位置とに設けら
れ」、「管洗浄具を軸線方向に視たときに、最初の位置のブレードの少なくとも一つによ
って接触せず拭き取られない壁の領域の少なくとも一つの間隙が、次に続く軸線方向に離
間した位置の、ブレードのうちの直ぐに隣接する少なくとも一つのブレードによって完全
にカバーされるように、本体の軸線周りの角度配置に関し回転方向に互い違いに配列され
るように、適応させられている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一形態において、本発明は、一つの大きさが内視鏡チャネル直径のそれぞれの範囲を洗
浄する条件に有効に適応可能にするために、異なる大きさの円形の導管（例えば、内視鏡
の導管、チャネル、通路、又はチャネルと同様なもの）に適応させるための適応能力を有
した内視鏡の引き通し用具のような洗浄器具を目的としている。
【０００９】
　例えば、オリンパス（登録商標）内視鏡治療装置は、最小のチャネル直径１．２ｍｍ、
１．７ｍｍ、２．０ｍｍ、２．６ｍｍ、２．８ｍｍ、３．７ｍｍ、５．０ｍｍ及び６．０
ｍｍの範囲を有し、一般に使用されるチャネル直径は、５．０ｍｍ及び２．６ｍｍである
。さらに、内視鏡の銘柄がペンタックス（登録商標）又は他の供給者であろうと上記のチ
ャネル直径である。
【００１０】
　代替の形態として、本発明は、引き通し用製品に適した製造工程を目的としている。
【００１１】
　一形態では、本発明は、例えば、内視鏡チャネル洗浄に適した引き通し用具であり、引
き通し用具が、少なくとも一部の周りに、洗浄する役割を果たすような少なくとも一つの
塊体を担持するフィラメント（繊維）を有しており、その塊体は、フィラメント上の少な
くとも一部にシース（覆い）と少なくとも二つの半径方向のフィンとが、シース（又はシ
ースの延長部）によって一体化され且つ／又は備えられ、シース軸線とフィラメント軸線
とに対して軸線方向に離間して配置されて形成される。フィンは、軸線に対してそれぞれ
概略半径方向に向いており、さらに、プロファイル（外形）からなり、フィンの各々が、
他のフィンの干渉が無ければ、変形されていないフィンによって理論上ちょうど接触可能
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な導管の直径よりも小さい導管を洗浄するための形態をとることができるような材料で形
成されている。
【００１２】
　好ましくは材料が、ＴＰＥ（熱可塑性エラストマー）、ＴＰＲ（熱可塑性ゴム）、ＴＰ
Ｕ（熱可塑性ウレタン）、ＴＰＶ（架橋型熱可塑性エラストマー）である。好ましくは、
材料がＴＰＶ（架橋型熱可塑性エラストマー）のようなＴＰＥ（熱可塑性エラストマー）
である。
【００１３】
　好ましくはフィンが、直径で１ｍｍ以上異なることもある少なくとも二つの直径のチャ
ネルで使用可能に構成されている（好ましくは、直径の変動が少なくとも１．５ｍｍであ
り、最も好ましくは直径の差分が少なくとも２ｍｍである（例えば、約５ｍｍと約２．６
ｍｍの直径は、２．４ｍｍの差を有した直径である））。
【００１４】
　好ましくは材料が、４５から７５までの範囲のショア硬さである。好ましくはショア硬
さが、約６０である。
【００１５】
　好ましくは材料が、ＴＰＥ（熱可塑性エラストマー）（ＴＰＶ（架橋型熱可塑性エラス
トマー）である）ＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥ（Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｅｌａｓｔｏｍｅｒ　Ｓｙ
ｓｔｅｍｓ，Ｌ．Ｐの登録商標））によって特徴が表される曲げ降伏と曲げ弾性率とを有
している。好ましいＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥ品質規格は、ＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥゴム２０１
－６４Ｗ１７５である。
　好ましくはフィンの直径が、約５．２ｍｍである。
　好ましくはフィンが、０．７ｍｍより薄い厚さを有している（好ましくは、０．６ｍｍ
より薄い）。
　好ましくはフィンが、外周部に向かって約０．２ｍｍ分薄くなっている。
　好ましくはフィンの間隔が、フィン直径に対する間隔の比率で０．６：１から０．８５
：１までである(好ましくは、約０．７３：１（例えば、約５．２ｍｍの直径に対して３
．８ｍｍの間隔である））。
【００１６】
　別の形態では、本発明は、例えば内視鏡、の円形又は円形に近いチャネルを洗浄するの
に適した引き通し用具（好ましくは、殺菌可能である）であり、引き通し用具が、少なく
とも一部の周りに、洗浄する役割を果たすような少なくとも一つの塊体を担持するフィラ
メントを有し、フィラメント上の少なくとも一部にシースを形成すると共に、少なくとも
二つの半径方向フィンとが形成される塊体が、シース（すなわち、シースの延長部）によ
って一体化して且つ／又は備えられ、シース軸線とフィラメント軸線とに対して軸線周り
に離間して配置されている。フィンが、軸線に対してそれぞれ概略半径方向に向けられて
おり、所定のプロファイルを有しており、離間して配置されており、（好ましくは、ＴＰ
Ｅ（熱可塑性エラストマー）、ＴＰＲ（熱可塑性ゴム）、ＴＰＵ（熱可塑性ウレタン）、
及びＴＰＶ（架橋型熱可塑性エラストマー）を構成するグループから選択される)材料で
形成されており、フィンの各々が、如何なる実質的な他のフィンの干渉無しに、導管のた
めの形態をとることができ、洗浄される直径及び／又は導管が４ｍｍから５．５ｍｍまで
の範囲又は、直径が２ｍｍから３．５ｍｍまでの範囲である。
　好ましくはシースが、約１ｍｍの直径のフィラメント上において直径が約１．４ｍｍの
直径である。
　好ましくは材料が、ＴＰＥ（熱可塑性エラストマー）（例えば、ＴＰＶ（架橋型熱可塑
性エラストマー））である。好ましくは、それは上述された材料である。
　好ましくはプロファイルが、約５ｍｍの直径の外形と約２ｍｍから３ｍｍの間の直径の
外形とを洗浄できる。
　好ましくはフィン直径が、約５．２ｍｍである。
　好ましくはフィンが、０．７ｍｍより薄い厚さを有する（好ましくは、０．６ｍｍより
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薄い）。
　好ましくはフィンが、外周部に向かって約０．２ｍｍ分薄くなっている。
　好ましくはフィンの間隔が、フィン直径に対する間隔の比率で０．６：１から０．８５
：１までである（好ましくは、約０．７３：１（例えば、約５．２ｍｍの直径に対して３
．８ｍｍの間隔である））。
【００１７】
　他形態では、本発明は、例えば内視鏡、の円形の又は円形に近いチャネルを洗浄するの
に適した引き通し用具であり、引き通し用具が、少なくとも一部の周りに、洗浄する役割
を果たす少なくとも一つの塊体を担持するフィラメントを有し、フィラメント上に少なく
とも一部にシースを形成すると共に、少なくとも二つの半径方向フィンとが形成される塊
体は、シース（すなわち、シースの延長部）が、シース軸線とフィラメント軸線とに対し
て軸線周りに離間して配置されることにより一体化して且つ／又は備えている。フィンが
、軸線に対してそれぞれ概略半径方向に向けられ、さらに、所定のプロファイルを有して
おり、離間して配置されており、フィンの各々が、他のフィンの如何なる実質的な干渉無
しに、フィン直径とほぼ同じ直径の導管及び１ｍｍ以上且つフィン直径より小さい直径の
導管の一方又は両方を洗浄できる（（好ましくは、１．５ｍｍより大きく略フィン直径よ
り小さい導管（を洗浄できる））、最も好ましくは、フィンの直径が少なくも２ｍｍであ
り略フィン直径より小さい導管（を洗浄できる））ような材料で形成されている。
　好ましくはフィン直径が、約５．２ｍｍである。
　好ましくはフィンが、０．７ｍｍより薄い厚さを有する（好ましくは、０．６ｍｍより
薄い）。
　好ましくはフィンが、外周部に向かって約０．２ｍｍ分薄くなっている。
　好ましくはフィンの間隔が、フィン直径に対する間隔の比率で０．６：１から０．８５
：１までである（好ましくは、約０．７３：１（例えば、約５．２ｍｍの直径に対して３
．８ｍｍ間隔である））。
【００１８】
　他形態では、内視鏡又は同様なもののチャネル引き通し用洗浄具で構成される本発明は
、以下のような状況下で作られる。フィラメントが、断続的に、連続的に又は別の方法で
成形される領域を引き抜かれ、そのフィラメント上に形成されたプロファイル塊体を有し
ており、次にプロファイル塊体とフィラメントとが概略横方向に分割切断され、又は別な
方法で分離されて、一のフィラメント長さによって、引き通しのための洗浄プロファイル
の引き通し用具を備えた塊体の一部が形成され、別のフィラメント長さによって、引き通
しのための供給プロファイルを備えた塊体の別の部分が形成されている。
　結果として生じた各引き通し用具が、好ましくは同一であり、すなわち繰り返し成形さ
れる。
　好ましくはフィンの直径が、約５．２ｍｍである。
　好ましくはフィンが、０．７ｍｍより薄い厚さを有する（好ましくは０．６ｍｍより薄
い）。
　好ましくはフィンが、外周部に向かって約０．２ｍｍ分薄くなっている。
　好ましくはフィンの間隔が、フィン直径に対する間隔の比率で０．６：１から０．８５
：１までである（好ましくは、約０．７３：１（例えば、約５．２ｍｍの直径に対して３
．８ｍｍの間隔である））。
【００１９】
　別形態では、上述されたような内視鏡又は同様なもののチャネルの引き通し用洗浄具で
構成される本発明が、また、国際公開第０１／２８４０６号のＧａｌａｎｔａｉ明細書中
に開示されている技術を予め規定され且つ／又は使用するような引き通し用具である。
【００２０】
　別形態では、本発明が、上述のＧａｌａｎｔｉ明細書中において、本発明と一致する引
き通し用具及び／又は内視鏡又は同様なもののチャネル引き通し用洗浄具を製造するよう
な製造方法を構成する。
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【００２１】
　本明細書内で使用されるような用語“ＴＰＥ（熱可塑性エラストマー）”、“ＴＰＲ（
熱可塑性ゴム）”、“ＴＰＵ（熱可塑性ウレタン）”、及び“ＴＰＶ（架橋型熱可塑性エ
ラストマー）”は、それぞれ熱可塑性エラストマー、ゴム、及びウレタン及び架橋性であ
ることが言及される。
【００２２】
　本明細書中で使用される「シース」は、スリーブ及び任意の代替品を含む。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下、添付図面を参照して、本発明の好ましい形態を説明する。
【００２４】
　好ましくは、製造手順は、図５から図７に描かれたような成形された形態を含み、さら
に図１から図４に描かれた洗浄形態の変形形態が提供される、すなわち、図５の線Ｉ－Ｉ
の左側に描かれるような任意の適した形態とすることができる。
【００２５】
　製造手順は、任意の適した手順とすることができるが、上述されたＧａｌａｎｔａｉ明
細書中（国際公開第０１／２８４０６号パンフレット）に開示された手順であることが好
ましい。フィラメント材料は、その明細書中で開示された選択肢の何れかであることが好
ましい（例えば、ＰＰ（ポリプロピレン））（より好ましくは、国際公開第０１／２８４
０６号で記載されたような発泡剤を有するＰＰ（ポリプロピレン）である）。
【００２６】
　図２は、三つのフィン３から構成される組を二つ（又は、図示されない、二つのフィン
から構成される一つの組と三つのフィンから構成される一つの組とからなるより好ましい
形態）有するシーブ（溝車）２がその上に成形されている、例えば（ポリプロピレン、ナ
イロン又は同様なものからなる）フィラメント１を示しており、フィンの各々は離間して
配置されており、シース、材料及び外形のおかげで要件を満たすのに十分な可撓性を与え
られている。
【００２７】
　シーブの厚さは、相対的に薄かったが、現在は図５から図７において示される又は示さ
れるような成形された塊体に対してモノフィラメント１上で把持を提供するのに十分であ
る。
【００２８】
　一例として、例えばモノフィラメントが直径１ｍｍの場合、約５．２ｍｍの直径とする
ことができるフィンの適切な固定を提供するのには直径で約１．４ｍｍであるフィラメン
トで十分である。
【００２９】
　フィンは、好ましくは、それらフィンの外側先端、すなわち外周部にかけて厚さが約０
．５５ｍｍから約０．３５ｍｍの厚さになるようテーパー状にするために角度がついてい
る。図１から図４に示されているように、製品のための注入点は位置４とすることができ
る。
【００３０】
　図５から図７に示されるような形態では、注入点は、位置５とすることが可能であり、
フィン６は非対称の形態として提供され得るが、好ましくは、前記で規定したようなそれ
ぞれのフィンとシースのための寸法と同様の寸法である。図５に示されているのは、第一
又は第二の引き通し用具の一部となるフィラメント７と第二又は第一の引き通し用具の一
部となるモノフィラメント領域８とであり、引込ビード部又は同様なもの９を提供するた
めに線Ｉ－Ｉ上で分離される。
【００３１】
　適切なナイフ又は他の分離手段によって切断を容易にするための手段を軸線Ｉ－Ｉ上の
位置１０に設けることができる。当業者は、引込みのためのビード状部分が、例えば約１
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【００３２】
　図５に示されるような成形された塊体は、例えば３７．５２ｍｍの長さであるが、より
規則的なフィンの間隔が約３．８ｍｍである。寸法は、その他に関しては、他の実施形態
に関して言及されたものと同様である。
【００３３】
　上述されたようなＳＡＮＴＯＰＲＥＮＥゴムからなり、記載された寸法を有する成形さ
れた塊体、形態又はプロファイルを有するこのような好ましい実施形態では、公称直径５
ｍｍの内視鏡チャネル並びにチャネルが公称直径２～３ｍｍの範囲の公称直径、例えば２
．６ｍｍの公称直径のチャネルを通して引き抜くことができる。
【００３４】
　当業者は、材料の変形履歴次第で、製品が狭い導管を通り抜けて一度使用されると、よ
り大きいチャネル内で再利用されることは適さないように使い切り用として作成され得る
ことが分かるだろう。しかしながら、他の形態では、殺菌可能であり及び再利用可能とな
るように変更されることができる。
【００３５】
　当業者は、本発明の引き通し用具が、製造の観点及び／又は使用に際しての可撓性を有
する観点から既述の利点を提供する選択肢を理解できるだろう。
【００３６】
　当業者は、また、上述したような製品が、洗浄される表面上に材料を実際に常に接触し
て非常に有効な洗浄を提供することができることが分かるだろう。
【００３７】
　特許明細書、他の外部文書、又は他の情報源を参照している本明細書内では、これは、
通常、本発明の特徴を検討するための背景を提供することを目的としている。特に明記さ
れていなくても、このような外部文書の参照は、このような文書又はこのような情報源が
、任意の権限において、先行技術である、又は当該技術分野に共通する一般的な知識の一
部を形成しているとの自認として解釈されるべきではない。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】本発明の一つの実施形態の洗浄プロファイルの斜視図である。
【図２】図１に示された形態の側面図である。
【図３】図１及び図２の洗浄プロファイルの環状ディスク状のフィンのうちの二つの拡大
図である。
【図４】図２に示される形態の片側の端部から視た端面図である。
【図５】線Ｉ－Ｉの左に一つの引き通し用具の洗浄プロファイルを、線Ｉ－Ｉの右に他の
引き通し用具のための導入特徴部を提供するように線Ｉ－Ｉに沿って分割、切断又は分離
されるべき成形形態部がそのフィラメント上に成形された連続的なフィラメントを示す図
である。
【図６】図５に示された形態の左から視た端面図である。
【図７】図５及び図６に示された実施形態の斜視図である。
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【手続補正書】
【提出日】平成18年10月30日(2006.10.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　例えば内視鏡、の円形の又は円形に近いチャネルを洗浄するのに適した引き通し用具で
あって、該引き通し用具が、少なくとも一部の周りに、洗浄する役割を果たす少なくとも
一つの塊体を担持するフィラメントを有し、該フィラメント上の少なくとも一部にシース
を形成すると共に少なくとも二つの半径方向のフィンが形成される前記塊体が、前記シー
スと前記フィラメント軸線に対して軸線方向に配置される前記シースによって、前記シー
ス又はシースの延長部と一体化され又は前記シース又はシースの延長部によって担持され
ている前記引き通し用具において、
　前記フィンは、シース軸線とフィラメント軸線とに対してそれぞれ概略半径方向に向け
られ、所定のプロファイルを有しており、離間して配置されており、前記フィンの各々が
、他の前記フィンの如何なる実質的な干渉なしに、フィン直径とほぼ同じ直径の導管及び
１ｍｍ以上且つフィン直径より小さい直径の導管の一方又は両方を洗浄することができる
ような材料で形成されており、
　フィンの各々が、前記導管の３６０度洗浄を提供することを特徴とする引き通し用具。
【請求項２】
　前記フィンの直径より小さく且つ１．５ｍｍの直径より大きな導管を洗浄することがで
きる請求項１に記載の引き通し用具。
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【請求項３】
　前記フィン直径より小さく且つ少なくとも２ｍｍの直径の導管を洗浄することができる
請求項２に記載の引き通し用具。
【請求項４】
　内視鏡に使用される請求項１から請求項３の何れか一項に記載の引き通し用具。
【請求項５】
　前記シース及び前記フィンの材料が熱可塑性エラストマー、熱可塑性ゴム、熱可塑性ウ
レタン、又は架橋型熱可塑性エラストマーである請求項１から請求項４の何れか一項に記
載の引き通し用具。
【請求項６】
　前記材料が、前記熱可塑性エラストマー又は前記熱可塑性エラストマーを加硫した前記
架橋型熱可塑性エラストマーである請求項５に記載の引き通し用具。
【請求項７】
　前記フィンの各々は、一致するシース軸線とフィラメント軸線の周囲に概略円形の外周
を有する請求項１から請求項６の何れか一項に記載の引き通し用具。
【請求項８】
　前記フィンが、直径で１ｍｍ以上異なることもある円形断面の少なくとも二つのチャネ
ルで使用可能なように構成される請求項１に記載の引き通し用具。
【請求項９】
　前記フィンが、少なくとも１．５ｍｍの直径の変動に適応できる請求項８に記載の引き
通し用具。
【請求項１０】
　前記フィンが、少なくとも２ｍｍの直径の差分に適応できる請求項９に記載の引き通し
用具。
【請求項１１】
　前記フィンが、４ｍｍから５．５ｍｍまで及び２ｍｍから３．５ｍｍまでの洗浄チャネ
ルに適応できる請求項１０に記載の引き通し用具。
【請求項１２】
　前記フィンが、約５ｍｍの直径及び約２．６ｍｍの直径の洗浄チャネルに適応できる請
求項１１に記載の引き通し用具。
【請求項１３】
　前記シースは、約１ｍｍの直径のフィラメント上において直径が約１．４ｍｍの直径で
ある請求項８に記載の引き通し用具。
【請求項１４】
　前記フィンの直径が、約５．２ｍｍである請求項１から請求項１３の何れか一項に記載
の引き通し用具。
【請求項１５】
　前記フィンが、０．７ｍｍより薄い厚さを有する請求項１４に記載の引き通し用具。
【請求項１６】
　前記フィンが、０．６ｍｍより薄い厚さを有する請求項１５に記載の引き通し用具。
【請求項１７】
　前記フィンが、外周部に向かって約０．２ｍｍ分薄くなっている請求項１４から請求項
１６の何れか一項に記載の引き通し用具。
【請求項１８】
　前記フィンの間隔が、前記フィン直径に対する間隔の比率で０．６：１から０．８５：
１までである請求項１から請求項１７の何れか一項に記載の引き通し用具。
【請求項１９】
　前記比率が、約０．７３：１である請求項１８に記載の引き通し用具。
【請求項２０】
　前記フィンの間隔距離が、約５．２ｍｍの直径の前記フィンに対して３．８ｍｍの間隔
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である請求項１８に記載の引き通し用具。
【請求項２１】
　前記材料が、４５から７５までの範囲にあるショア硬さである請求項１から請求項２０
の何れか一項に記載の引き通し用具。
【請求項２２】
　前記ショア硬さが、約６０である請求項２１に記載の引き通し用具。
【請求項２３】
　前記材料が、前記架橋型熱可塑性エラストマーの曲げ降伏及び曲げ弾性率によって特徴
付けられる曲げ降伏及び曲げ弾性率を有する請求項２１及び請求項２２記載の引き通し用
具。
【請求項２４】
　断続的に、連続的に又は成形される領域を別な方法により引き込まれる前記フィラメン
トが、前記フィラメント上に形成されたプロファイル塊体を有し、次に、該プロファイル
塊体と前記フィラメントとが概略横向きに分割切断、又は別な方法で分離され、一の前記
フィラメント長さによって、引き通しのための洗浄プロファイルの前記引き通し用具を備
えた前記塊体の一部と、他の前記フィラメント長さによって、引き通しのために供給プロ
ファイルを備えた前記塊体の別の部分とから形成されるような情況下で作られる請求項１
から請求項２３の何れか一項に記載の内視鏡又はチャネル引き通し用洗浄具と同様なもの
。
【請求項２５】
　結果として得られる各引き通し用具が同一である請求項２４に記載の内視鏡又はチャネ
ル引き通し用洗浄具と同様なもの。
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摘要(译)

拉伸具有细丝，至少部分地，所述细丝承载至少一个质量以实现清洁作
用，其中所述质量至少部分地在细丝上限定护套和至少两个径向翅片
（A）积分用于和/或由其护套或其延伸部分承载，和（B）相对于护套轴
线和细丝轴线轴向间隔开，并且其中所述翅片各自基本上相对于所述轴
线径向定向，但是具有轮廓和所述材料形成为这样的材料，使得每个材
料在没有任何实质干涉的情况下，可以呈现待清洁导管的构造，其小于
理想地仅由未变形的翅片可触及的构造。
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